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税務課からのお知らせ�

①平成27年度登録分から引上げられます。�

　軽四輪車等は、平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率を適用します。�

　（平成26年度までに最初の新規検査を受けたものについては現行税率のまま課税します。）�

②平成28年度課税分から軽四輪車等に対して経年車重課が導入されます。�

　最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について重課税率が適用されます。�

地方税法の改正地方税法の改正により、軽自動車税の税率が改正動車税の税率が改正されます�地方税法の改正により、軽自動車税の税率が改正されます�

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車等�

四輪・三輪の軽自動車�

○平成27年度分から引上げられます�

■問合せ先　　八峰町税務課　　７６－４６０４�

重課税率に該当する場合の税率�

（最初の新規検査から13年を経�

　過した車両）�

※平成28年度分から�

区　　　　分�

原動機付�

自 転 車�

50㏄以下 �

50㏄超～90㏄以下 �

90㏄超～125㏄以下 �

ミニカ―�

軽二輪等（125㏄超～250㏄以下）�

小型二輪（250㏄超）�

専ら雪上を走行するもの�

小型特殊�
農耕作業用のもの�

その他のもの�

税　　　率（年額）�

現　　行� 新 税 率�

1,000円�

1,200円�

1,600円�

2,500円�

2,400円�

4,000円�

2,400円�

1,600円�

4,700円�

2,000円�

2,000円�

2,400円�

3,700円�

3,600円�

6,000円�

3,600円�

2,400円�

5,900円�

区　　　　分�

税　　率（年額）�

現　　行� 新 税 率�

三　　輪�

四輪以上�

乗　　用�

貨 物 用�

自 家 用�

営 業 用�

自 家 用�

営 業 用�

3,100円�

7,200円�

5,500円�

4,000円�

3,000円�

3,900円�

10,800円�

6,900円�

5,000円�

3,800円�

4,600円�

12,900円�

8,200円�

6,000円�

4,500円�

　10月22日、旭日単光章を受章した佐々木喜三郎

さんに、旭日章と賞状が手渡されました。�

　当日は、山本地域振興局の下山局長と町長が佐々

木さんの自宅を訪れ、これまでの功労をたたえました。�

　佐々木さんは、農協職員や旧峰浜村議会議員とし

て、地域農業の発展や産業全般の振興、住民の福祉

の向上のため献身的にご尽力されました。�

佐々木喜三郎さん（石川）�
旭日単光章を受章�祝�

　10月17日、八峰町上下水道料金検討委員会から

町長へ、平成27年４月以降の水道と下水道の使用

料は現行のとおり据え置きとする内容の答申書が提

出されました。�

　現行の水道使用料は10m3まで税込1,080円、下水

道使用料は10m3まで税込1,620円となっています。�

上下水道使用料金は現行のままに�
　町長へ答申書が提出されました�

■日　程�

　全６回�

　（２週間に１回程度）�

　１回目：11月19日（水）�

　２回目：12月 3日（水）�

　３回目：12月17日（水）�

　４回目： 1月14日（水）�

　５回目： 1月28日（水）�

　６回目： 2月10日（火）�
�

■時　間　　午前10：30～午前11：30�
�

■場　所　　峰栄館�
�

■申込・問合せ先　　八峰町福祉保健課　福祉係�

　　　　　　　　　 　　 　７６－４６０８�

　　　　　　　　　　FAX　７６－２１１３�

手話教室（初級編）を開催します�
一緒に基礎から学んでみませんか？�

　10月14日、八峰消防署に高規格救急車が配備され、

運用が開始されました。�

　資機材が更新され、自動心臓マッサージ器が新た

に積載されるなど、現場での対応の幅が広がったこ

とで、町民の安全・安心がこれまで以上に確保され

ることが期待されます。�

八峰消防署に�
高規格救急車が配備されました�


